
 

監査委員事務局 目標 
 

【概要】 

  監査委員事務局は、選挙管理委員会事務局長を兼務する事務局長と監査係２名で構

成し、監査基本計画に基づき、監査委員が行う各種監査等の実施、結果の公表等の業

務に取り組んでいます。 

監査委員事務局の目標（令和元年度） 監査委員事務局長 相澤 智巳 

【基本方向】 

監査委員が常に公正不偏の態度を保持し、厳正で的確な監査等が実施できるようこれを

補佐（予備監査、事前調査等）し、本市の行財政運営が法令に適合し、正確で、経済的、

効率的かつ効果的であることを確保することで、市民から信頼される市政運営に寄与しま

す。 

【達成すべき目標】 

１ 監査基準の策定 

  地方自治法の改正により、令和２年４

月１日までに監査委員が定めることとさ

れた監査基準について、適切な時期にこ

れを定め、速やかに公表します。 

 

 

２ 監査事務の適正かつ効率的執行  

監査年間計画及び監査実施計画に基づ

き、各種監査等について、監査委員との

綿密な協議の下に、適正、合理的かつ効

率的に執行します。 

 

 

３ 監査技術の向上 

  常に情報収集に努めるとともに、各種

研修会に参加するなど、監査に係る専門

技術の向上に努めます。 

 

 

 

【目標の達成度】 

１ 監査基準の策定 

国の指針に基づき、他市の状況等調査

検討及び法務部局と協議した後、令和２

年１月29日に監査委員の合議により、富

津市監査基準を決定し、市長等に通知す

るとともに告示しました。 

 

２ 監査事務の適正かつ効率的執行 

  平成31年度監査計画等に基づき、各種

監査等について、監査委員との綿密な協

議の下に、適正かつ効果的に監査等を実

施し、その結果を市長等に報告し、公表

しました。 

 

３ 監査技術の向上 

  千葉県市監査委員協議会等の各種研修

会に積極的に参加し、監査基準作成に伴

う情報収集に努めるとともに、監査事務

の専門的知識の習得、職員の資質向上を

図りました。 

 

 


